
12
月
は
「
市
税
完
納
強
調
月
間
」
で
す
。

納
期
限
が
過
ぎ
た
市
税
が
あ
る
か
た
は
、
12

月
中
に
納
付
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

市
県
民
税
・
固
定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税
は
…

納
税
課tel(

８
６
６)

２
０
５
８

国
民
健
康
保
険
税
は
…

国
保
年
金
課tel(

８
６
６)

２
１
８
９

問い合わせ

12
月
は
市
税

完
納
強
調
月
間

固
定
資
産
税
の
償
却
資
産

申
告
書
を
お
送
り
し
ま
す

取
り
壊
し
な
ど

家
屋
の
変
更
は
届
け
出
を

家
屋
の
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
の
建
物
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

家
屋
の
取
り
壊
し
や
増
改
築
な
ど
、
建
物

に
変
更
が
あ
っ
て
、
ま
だ
届
け
出
を
し
て

い
な
い
か
た
は
お
早
め
に
資
産
税
課
家
屋

担
当
へ
お
届
け
く
だ
さ
い
。

tel(

８
６
６)

２
０
５
７

土
地
、
家
屋
以
外
で
も
、
事
業
の
た
め

使
っ
て
い
る
構
築
物
、
機
械
、
器
具
、
備

品
な
ど
は
、
償
却
資
産
と
し
て
固
定
資
産

税
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

償
却
資
産
を
お
持
ち
の
か
た
に
は
、
12

月
中
に
「
平
成
20
年
度
償
却
資
産
申
告
書
」

を
お
送
り
し
ま
す
。
来
年
１
月
31
日
(木)
ま

で
、
資
産
税
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
書
が

届
か
な
い
か
た
は
、

資
産
税
課
償
却
資
産

担
当
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

tel(

８
６
６)

２
８
３
６

土
・
日
、
祝
日
に
も
納
税
窓
口

12
月
15
日
(土)
・
16
日
(日)
・
23
日
(日)
・
24
日
(月)
も

市
税
の
納
付
窓
口
を
開
設
し
ま
す(

22
日
(土)
は
市

役
所
庁
舎
の
作
業
停
電
の
た
め
休
み
ま
す)
。

市
役
所
２
階
の
納
税
課
で
、
市
県
民
税
、
固

定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
な
ど
の
納
付
を
受
け

付
け
る
ほ
か
、
納
税
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
は
議
場
棟
１
階
の

国
保
年
金
課
で
受
け
付
け
ま
す
。

12
月
15
日
(土)
・
16
日
(日)
・
23
日
(日)
・
24
日
(月)

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分

開
設
日
時

●
固
定
資
産
税
第
３
期

●
国
民
健
康
保
険
税
第
６
期

１
月
４
日
(金)
が
納
期
の
市
税

資
産
税
課
か
ら

お
知
ら
せ
で
す

「資産税課は、市役所１階です」

08

自
分
た
ち
の
地
域
の
都
市
計
画
を
自
分
た
ち
で
考
え
て
市
に
提

案
で
き
る
「
都
市
計
画
提
案
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
建
物
を
建
て

る
際
の
規
制
な
ど
を
独
自
に
決
め
て
い
た
だ
き
、
地
域
の
特
性
に

応
じ
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

国
土
交
通
省
で
は
、
中
心
市
街
地
に
お
い
て
ま
ち
づ
く
り
の
担

い
手
に
な
っ
て
独
自
の
都
市
計
画
を
提
案
し
よ
う
と
い
う
団
体
に

対
し
、
そ
の
素
案
づ
く
り
や
現
地
調
査
、
地
区
診
断
を
専
門
家
に

依
頼
す
る
費
用
を
補
助
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
役
所
３
階

の
ま
ち
づ
く
り
整
備
室
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

地
区
団
体
に
、
独
自
の
都
市
計
画

を
提
案
す
る
費
用
を
補
助

ま
ち
づ
く
り
整
備
室tel(

８
６
６)

２
１
５
６

事
業
の
詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

http://w
w
w
.city.akita.akita.jp/city/ur/rd/tosisaisei/

ninaite/index.htm
中
通
、
千
秋
、
大
町
な
ど
中
心
市
街
地
が
対
象

中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画

区
域(

千
秋
、
中
通
、
大
町
な
ど)

で
、
０
・
５
㌶
以
上
の
地
区

都
市
計
画
を
提
案
す
る
た
め
の
素
案
の
作
成
、
現
地
調
査
、
地

区
診
断
を
専
門
家
に
依
頼
す
る
経
費

※
補
助
額
は
対
象
経
費

の
50
㌫
以
内
で
１
㌶
あ
た
り
250
万
円
が
上
限

町
内
会
な
ど
の
地
権
者
組
織
、

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
、
ま
ち
づ

く
り
N
P
O
法
人
な
ど(

専
門
家

集
団
を
除
く)

対象団体問い合わせ 対象地区補助内容

※中心市街地活性化基本計画
の区域は、今後変更する可
能性があります

中通

千秋
大町

対
象
地
区


